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 課  名 衛生環境課 

業 務 名 ６ 医薬品等安全対策業務 

（管内の現状及び課題） 
１ 薬事法関係 
  平成２４年度の監視指導において、法改正に伴う違反（一般用医薬品の適正販売等業務指針・手順
書の不備）が確認された。 

  平成２４年６月、改正薬事法の完全施行に伴い、医薬品販売業者に対するリスク分類毎の陳列及び
情報提供等の法令遵守の徹底を図るため監視指導を強化する必要がある。 

  平成２４年度、登録販売者試験に係る実務経験の不正証明がチェーン展開する複数の店舗販売業者
で発覚したことから、資格者による実地の管理状況や情報提供状況等監視指導を強化する必要があ
る。 
監視対象施設数 
  薬局１４、医薬品販売業９ 
２ 毒物及び劇物取締法関係 
  一部の施設において違反が確認された。 
  毒物劇物による事故等を防ぐため毒物劇物販売業者に対し、施設の構造設備及び管理状況について
監視指導を行う必要がある。  
監視対象施設数 

   毒物劇物販売業者１６ 
３ 麻薬及び向精神薬取締法関係、大麻取締法関係 
  違反は確認されなかったが、麻薬等に起因する事故防止のため取扱者に対し、管理状況等について
監視指導を行う。 

  監視対象施設数 
   麻薬関係：麻薬取扱施設数２８ 
   大麻関係：大麻栽培者１ 
４ 不正大麻・けしの撲滅 
  不正大麻・けしの撲滅のため啓発活動を実施するとともに、不正栽培の大麻・けしを抜去する。 
５ 献血関係 
  目標を達成することができているが、血液は絶えず確保していかなければならないため、今後も継
続して献血者の確保に努め、献血目標の達成を図る必要がある。 

  特に、近年、少子高齢化により献血可能人口が減少しており、若年層を中心に啓発を強化する必要
がある。 

  壱岐保健所管内の献血目標：３５３．２Ｌ 
  年度別達成率 

   年度 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 
達成率(％) 94.0 107.6 109.3 107.9 94.3 112.2 107.7 

６ 薬物乱用防止対策 
  全国的に脱法ドラッグ(違法ドラッグ)等の乱用が増加しており、薬物乱用防止対策を強化する必要
がある。 
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（対策及び本年度の目標） 
１ 薬事法関係 
   適正な取扱い及び医薬品等の安全確保等 
    監視目標：１００% 
２ 毒物及び劇物取締法関係 
   適正な取扱い及び事故防止等 
    監視目標：１００% 
３ 麻薬及び向精神薬取締法関係、大麻取締法関係 
   適正な取扱い等 
    監視目標：５０% 
４ 不正大麻・けしの撲滅 
   啓発活動を実施するとともに、不正栽培の大麻・けしを抜去する。 
５ 献血関係 
   献血目標：３５３．２Ｌ 
６ 薬物乱用防止対策 
   脱法ドラッグ(違法ドラッグ)等の薬物乱用防止を図るため、啓発活動を行う。 
 
（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 薬事法関係 
  計画的かつ効果的な監視指導を実施する。 
 医薬品販売業者に対し、期間を定め集中的に監視指導を行う。 
  ・医薬品等一斉監視の実施（８～１０月） 
  ・許可更新調査（５月、１１月） 
２ 毒物及び劇物取締法関係 
  計画的かつ効果的な監視指導を実施する。 
３ 麻薬及び向精神薬取締法関係、大麻取締法関係 
  計画的かつ効果的な監視指導を実施する。 
４ 不正大麻・けしの撲滅 
  「不正大麻・けし撲滅運動」の展開、不正栽培の大麻・けしの抜去 
５ 献血関係 
  献血者の安定確保のため、壱岐市及び長崎県赤十字血液センターと連携した啓発活動を実施する。 
  ・献血協力団体との協力を継続する。 
  ・事業所へ協力を依頼する。 
  ・若年層を対象とした啓発活動を実施する。 
  ・住民へ、献血場所及び時間を周知する。 
６ 薬物乱用防止対策 
  効果的かつ効率的な薬物乱用防止対策を推進する。 
  ・効果的かつ組織的な啓発指導活動を行うため指導員協議会及び研修会を開催 
  ・「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の展開(街頭キャンペーン、国連支援募金への協力等) 
  ・脱法ドラッグ(違法ドラッグ)等の薬物乱用防止に関する啓発の強化 
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 課  名 衛生環境課 

業 務 名  ７ 廃棄物対策用務 

（管内の現状及び課題） 
１ 一般廃棄物関係 
  問題となる施設を認めていないが、定期的に監視し適正処理について指導する必要がある。 
  一般廃棄物関係施設数(平成２４年度末現在) 

壱岐市 処理施設数 ゴミ処理施設 し尿処理施設 資源化施設 最終処分場 
直 営 ６ １ ２ ２ １ 

民 営 ２ ２ 
(木くずの破砕) 

― ― ― 

２ 産業廃棄物関係 
  問題となる施設を認めていないが、定期的に監視し適正処理について指導する必要がある。 
  産業廃棄物関係業者数(平成２４年度末現在) 

    業者数 
産業廃棄物処分業    ９ 
産業廃棄物収集運搬業    (内 積替・保管行為あり)   ２６(８) 
特別管理産業廃棄物収集運搬業(内 積替・保管行為あり)    ２(１) 

計   ３７(９) 
３ 不法投棄関係 
  不法投棄は減少傾向にあるものの後を絶たないため、計画的にパトロールを実施し、発見した不法投
棄物について、適正処理を指導するとともに撤去(現状復帰)させる必要がある。 

  関係機関(壱岐警察署、海上保安署、壱岐市)と合同でパトロールを実施し、不法投棄の早期発見・防
止に関する普及・啓発を図る。 

４ 建設リサイクル法関係 
  関係機関との連携を維持するため、合同パトロールの継続が必要である。 
５ 自動車リサイクル法関係 
  円滑な自動車リサイクルを図るため、継続した立入検査により適正処理について指導する必要がある。 
  自動車リサイクル法関係業者数(平成２４年度末現在) 

 業者数 
解体業 １３ 

破砕業  １ 
計 １４ 

６ 未来環境条例関係 
  指定地区内ではタバコの吸殻の散乱が多くあり、また、指定地区内での喫煙者が見られるため、定期
的なパトロール(巡回指導)を実施し、指定地区(４地区)における禁止事項の周知と啓発を行う。 

７ 浄化槽関係 
  平成２５年度からは法定検査の判定基準が変わるため、不適正と判定される浄化槽の増加が予想され
るが、今後も管理者に対する文書指導や粘り強い立入検査等による指導を続ける。 

  平成２４年度不適正管理浄化槽数：１５基（法定（１１条）検査結果：不適正） 
  改善済み８基（改善率：５３％） 
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（対策及び本年度の目標） 
１ 一般廃棄物関係 
  目標：立入件数１８件(６施設×３回) 
２ 産業廃棄物関係 
  産業廃棄物処理業者(収集運搬業、処分業)への立入検査の強化 
  産業廃棄物処理業者への巡回及び重点立入検査を実施し、適正処理の指導を行う。 
  立入検査目標等一覧表 

 種  別 業者数 
H25 度計画 
(回／年) 

H25 度計画 
延べ立入件数 

H24 度実績 
(回／年) 

産廃処理業 9 6 54 ４ 
産廃収集運搬(積替なし) 18 5 90 3 
産廃収集運搬(積替あり) 8 6 48 5 
特別管理産廃収集運搬(積替なし) 1 5 5 ４ 

巡 
 
回 

特別管理産廃収集運搬(積替なし) 1 6 6 ４ 
産廃処理業 9 2 18 2 
産廃収集運搬(積替なし) 18 1 18  
産廃収集運搬(積替あり) 8 2 16 1 
特別管理産廃収集運搬(積替なし) 1 2 2  

重 
 
点 

特別管理産廃収集運搬(積替なし) 1 2 2 1 
  産業廃棄物処理業者を対象とした講習会の実施 
  産業廃棄物の適正な分別、保管、収集運搬、処分等の処理に関する講習会を開催する。 
３ 不法投棄関係 
  不法投棄パトロールの実施 
  不法投棄パトロールを継続して実施し、不法投棄等を発見した場合は、適正処理を指導するとともに
撤去(現状復帰)させる。 

   目標：不法投棄撤去率：９０%以上 
  合同パトロールの実施 
  関係機関と連携した合同パトロールを実施する。 
   目標：陸域、海域 各１回 
４ 建設リサイクル法関係 
  関係機関と連携した合同パトロールを実施する。 
  目標：実施回数 年２回 
５ 自動車リサイクル法関係 
  立入検査を実施し、適正な処理について指導するとともに、円滑な自動車リサイクルを図る。 
   目標：立入件数１３件（１３業者×１回／年） 
６ 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例関係 
  定期的なパトロール(巡回指導)を実施し、指定地区(４地区)における禁止事項の周知と啓発を行う。 
   目標：各地区１回／週 
７ 浄化槽関係 
  法定検査不適正の浄化槽設置者（管理者）に対する改善指導を粘り強く行う。 
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（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 一般廃棄物関係 
  計画的な立入検査を実施し、適正処理や減量化に関する助言指導等を行う。 
２ 産業廃棄物関係 
  産業廃棄物処理業者(収集運搬業、処分業)への立入検査を強化 
  巡回立入検査・重点立入検査を実施し、不適正処理があった場合は指導票を交付するなど適正処理を
指導する。また、適時改善状況を確認し、必要に応じ再度指導する。 

  産業廃棄物処理業者を対象とした講習会の実施 
  平成２５年１１月開催予定 
３ 不法投棄関係 
  不法投棄パトロールの実施 
  不法投棄等の防止、不適正処理の早期発見及び不法投棄物の撤去指導に努める。 
  合同パトロールの実施 
  関係機関(海上保安署、警察署、壱岐市、壱岐振興局建設部、農林水産部)との合同パトロール(陸域及
び海域)を実施する(６月)。 

４ 建設リサイクル法関係 
  合同パトロールの実施 
  壱岐振興局建設部及び対馬労働基準監督署と合同でパトロールを実施する(年２回 ５月、１１月)。 
５ 自動車リサイクル法関係 
  解体及び破砕業者への立入検査 
  計画的に立入検査を実施し、円滑な自動車リサイクルを図る。 
６ 未来環境条例関係 
  長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく指定地区の定期的な巡回指導を実施し、ごみ等
の散乱状況を把握するとともに、指定地区における禁止事項の周知と啓発を行う。 

７ 浄化槽関係 
  不適正管理浄化槽の粘り強い改善指導を行う。 
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 課 名 衛生環境課 

業 務 名  ８ 生活衛生対策業務 

（管内の現状及び課題） 
１ 生活衛生施設の衛生確保 
  生活衛生営業施設への立入 
  生活衛生営業施設に対し計画的に立入調査を実施する。 
  生活衛生営業施設数（平成２５年４月１日現在） 

種別 旅館 公衆浴場 理容所 美容所 ｸﾘー ﾆﾝｸ゙ 所 興行場 特定建築物 合計 
施設数 ８４ ２１ ５３ ７３ １４ １ ６ ２５２ 
長崎がんばらんば国体２０１４及び長崎がんばらんば大会２０１４等に向けた宿泊施設等の衛生確 
保 
多くの宿泊客が見込まれることから、宿泊施設の衛生管理について指導を強化する必要がある。 

   平成２５年度 しおかぜ総文祭、長崎がんばらんば国体のプレ国体 
   平成２６年度 長崎がんばらんば国体２０１４、長崎がんばらんば大会２０１４ 

全国的にレジオネラ属菌に汚染された公衆浴場を原因としたレジオネラ症の発生がみられることか
ら、管内施設における発生を未然に防止するため、管理状況の確認・指導を行う必要がある。 

２ 水道施設の適正な維持管理の向上 
  水道施設への計画的な立入調査を実施する。 
  水道施設数（平成２５年４月１日現在） 

種別 上水道 簡易水道 合 計 
施設数 １ ９ １０ 

３ 衛生優良店の選出・表彰 
  営業施設の衛生管理の向上推進のため「長崎県衛生優良店公示要綱」に基づき、衛生優良店を選定し
表彰している。 

 
（対策及び本年度の目標） 
１ 生活衛生施設の衛生確保 
  生活衛生営業施設への立入 
  計画的に立入検査を実施し、構造設備及び衛生管理について、監視指導を行う。 
   監視目標：３年間で１００％(旅館業を除く) 
  旅館業に対する立入検査・衛生管理指導の強化 
  使用水の残留塩素濃度の測定 
  レジオネラ属菌の浴槽水の自主検査の徹底 
  レジオネラ症防止対策に関する自主管理手引書・点検表の作成について指導強化 
   監視目標：２年間で１００％ 
２ 水道施設 
  安心・安全な水道水の確保のため、施設への立入調査を計画的に実施し、施設の適正な維持管理を指
導する。 

  「長崎県水道水質管理計画」に基づいた水道水質監視項目検査及びクリプトスポリジウム検査を行う。 
３ 衛生優良店の表彰 
  衛生優良店を選定し表彰する。 

（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 生活衛生関連施設を計画的に監視する。 
 旅館、公衆浴場等のレジオネラ対策の履行確認を行う。 
２ 水道施設 
  立入調査を随時実施し、施設の適正な維持管理を指導する。 
３ 「長崎県水道水質管理計画」に基づき、水道水質監視項目検査及びクリプトスポリジウム検査を行う。 
４ 衛生優良店関係 
  営業施設の衛生管理の意識向上のため、継続して衛生優良店を表彰する。 
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 課 名 衛生環境課 

業 務 名 ９ 環境保全対策業務 

（管内の現状及び課題） 
１ 環境監視 
（１）大気関係 
  光化学オキシダント注意報発令やＰＭ２．５の注意喚起に備え円滑に注意喚起を行う体制を維持する

必要がある。 
  近年の注意報発令等の状況 

 光化学オキシダントの注意報の発令状況 ＰＭ２．５の注意喚起の実施状況 
平成２２年度 １回（５月８日） ― 
平成２３年度 発令なし ― 
平成２４年度 発令なし １回（３月１９日） 

（２）公共用水域、海水浴場の水質調査関係 
  公共用水域及び海水浴場の水質調査は、県の測定計画等に基づき継続して実施している。 
  そのうち、幡鉾川については、ＢＯＤの環境基準（３．０mg/L以下）を達成しているものの、高い状

態が続いているため、今後も注意深く監視を行い関係機関と対策を協議する必要がある。 
２ 工場・事業場の監視指導 
  各環境関係法令に基づいた立入調査を実施している。違反等がないか監視する。 
  指導対象施設・事業場数 

水質汚濁防止法関係 
大気汚染防止法関係 排水基準 

(生活環境項目)適用外 
排水基準 

(生活環境項目)適用 

ダイオキシン類対策 
特別措置法関係 

４１ ２８３ １０ ３ 

３ 地球温暖化防止対策関係 
  平成２１年に壱岐市地球温暖化防止対策協議会が設立され、積極的に活動を行っている。 
  保健所の協力・支援が必要である。 
（対策及び本年度の目標） 
１ 環境監視 
（１）大気汚染関係 
  注意報発令時等は速やかに関係機関に情報を発信し、住民への周知をはかる。 
（２）公共用水域、海水浴場の水質調査関係 
  県の測定計画等に基づき調査を実施し、環境基準の達成状況等を把握する。 
２ 工場・事業場の監視指導 
  各環境関係法令に基づいた立入調査を実施し、違反等がないか監視する。 
  監視指導目標 
   大気汚染防止法関係： ５０% 
   水質汚濁防止法関係：排水基準(生活環境項目)適用 １００% 
             排水基準(生活環境項目)適用外 ２０% 
   ダイオキシン類対策特別措置法関係：１００% 
３ 地球温暖化防止対策関係 
  壱岐市地球温暖化防止対策協議会への協力・支援を行う。 
 
（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 環境監視 
（１）大気汚染 
  光化学オキシダント注意報、ＰＭ２．５の注意喚起を速やかに発信する。 
（２）公共用水域、海水浴場 
  ア 県の測定計画に基づき水質調査を実施する。 
  イ 海水浴場の水質調査を実施し、利用者へ情報提供を行う。 
  ウ 幡鉾川水質汚濁調査会議を開催し、関係機関と問題の共有を図り、対策を検討する。 
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２ 工場・事業場の監視指導 
  計画的に立入りを実施する。 
３ 地球温暖化防止対策 
  壱岐市地球温暖化防止対策協議会が実施する地球温暖化防止教室等への協力・支援 
  地球温暖化防止教室 
   八幡小学校 ３回／年 
   箱崎小学校 ３回／年 
   いきのしま地球温暖化防止キャンペーン １回／年(８月) 
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 課 名  衛生環境課 

  業 務 名  １０ 食品衛生対策業務 

（管内の現状及び課題） 
１ 食品営業施設等の許認可及び監視指導 
  中毒あるいは成分規格基準違反など、健康被害事例あるいは健康被害に直接結びつく可能性が高い違

反はなかったが、継続した監視・指導が必要である。 
  食品関係施設（平成２４年度末現在） 
    業   種 施設数  業    種 施設数   業    種 施設数 

〈条例対象施設〉 
魚介類加工業 
魚介類販売業   

 
９０ 
４ 

      

   小  計 ９４ 

食肉販売業  
食肉製品製造業 
食用油脂製造業 
みそ製造業 
醤油製造業 
ソース製造業 
酒類製造業 
豆腐製造業 
納豆製造業 
めん類製造業 
そうざい製造業 
清涼飲料水製造業 
氷雪製造業 

８０ 
１ 
２ 
４ 
１ 
１ 
８ 
７ 
１ 
４ 
３２ 
２ 
２ 

学校給食施設 
病院等給食施設 
事業所等給食施設 
その他給食施設 

９ 
１０ 
１１ 
１ 

  小  計 ８０５    小  計 ３１ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

〈法律対象施設〉 
飲食店営業 
菓子製造業 
魚介類販売業 
魚介類せり売営業 
魚肉ねり製品製造業 
食品の冷凍冷蔵業 
喫茶店営業 
あん類製造業 
ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 
乳類販売業 
食肉処理業 

 
３４０ 
６２ 
８２ 
３ 
７ 
７ 
１４ 
３ 
７ 

１３１ 
４ 

  
   合  計 ９３０ 

 

２ 食品衛生思想の普及啓発 
  広報パレードや巡回指導等を実施することにより各種食品衛生思想の普及啓発を行なっており、継続

して食品衛生の確保に努める必要がある。 
３ 食中毒の未然防止 
  平成２４年度は管内での食中毒事件の発生はないものの、引き続き食中毒発生の未然防止に努める必
要がある。 

４ 長崎がんばらんば国体等のイベント開催に向けた飲食店の衛生確保 
  多くの宿泊客が見込まれるため、指導を強化する必要がある。 
   平成２５年度 しおかぜ総文祭、長崎がんばらんば国体のプレ国体 
   平成２６年度 長崎がんばらんば国体２０１４、長崎がんばらんば大会２０１４ 

（対策及び本年度の目標） 
１ 監視指導及び収去検査の実施 
   監視指導：目標件数８２０件 
   収去検査：目標件数１２０件 
２ 食品衛生思想の普及啓発及び食中毒防止対策 
  食品等の一斉取締りを実施する。(春期、夏期、年末の３期間) 
  食中毒注意報発令時における関係機関への注意喚起 
  衛生啓発事業 
  講習会等への講師派遣  
  しおかぜ総文祭等のイベント開催に向けた飲食店等の重点的監視 
   監視対象施設：宿泊予定施設２件 弁当調整施設１件 
   監視目標  ：各施設３回 
   収去検査目標：各施設２回 
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（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 監視指導及び収去検査の実施 
  監視指導及び収去検査 
  長崎県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導及び収去検査を計画的に実施する。 
   監視対象  ：食品衛生法許可施設、条例に基づく許可施設、集団給食施設 
   監視重点項目：条例に基づく管理運営基準の遵守、収去検査等による検証及び指導 
  事前指導、許可処理業務 
  食品衛生法及び長崎県食品衛生に関する条例に基づき許可基準等について事前指導を行い、許可処理
業務を行う。 

２ 食品衛生思想の普及啓発及び食中毒防止対策 
  食品等の一斉取締りの実施 
   春期、夏期、年末の３期間実施する。 
  食中毒注意報発令時における関係機関への注意喚起 
   発生時に敏速に注意喚起を行う。 
  衛生啓発事業 
   食品衛生指導員との巡回指導及び食品衛生月間における広報パレード等を実施する。 
  講習会等への講師派遣 
   食品衛生責任者講習会及び各種衛生講習会へ講師を派遣する。 
  しおかぜ総文祭等のイベント開催に向けた飲食店等の重点的監視 
   平成２４年度のしおかぜ総文祭、平成２５年度の長崎がんばらんば国体等の開催に伴い、多くの宿

泊客が見込まれることから、宿泊施設や飲食店への指導を強化する。 
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 課  名  衛生環境課 

 業 務 名  １１ 狂犬病予防対策業務  動物愛護管理対策業務 

（管内の現状及び課題） 
１ 狂犬病予防対策 
  狂犬病予防事業実施状況（平成２４年度実績） 

登録頭数 
新規登録 
頭 数 

予防注射 
頭 数 

捕獲頭数 返還頭数 
引取犬 
回収頭数 

犬 
処分頭数 

咬傷犬 
届出数 

引取猫 
回収頭数 

猫 
処分頭数 

 

1,466 104 783 77 2 62 136 0 61 61 

 

  狂犬病発生防止対策 
   狂犬病の発生を予防するため違反犬の捕獲を行っているが、違反犬のうろつき等の苦情相談が多い

状況である。 
  ※参考：離島保健所の状況(Ｈ２４度) 五島４６件、上五島１２件、対馬５６件、壱岐５５件 
２ 動物愛護管理対策 
（１）動物の引取り状況 
  動物愛護の観点から、飼い犬等の安易な遺棄を防ぐ目的で、やむを得ず飼育できなくなった犬・猫の
引取りを行うとともに、飼い主に対する適正飼育等を啓発している。犬・猫の引取頭数は年々減少傾向
にあるものの、子犬・子猫の引き取りが多い状況である。 
       年度 Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

犬・猫 ２１５ １７９ １２３ 
引取頭数 

子犬・子猫 １６１ １０８ １０１ 
（２）動物愛護推進協議会 
  平成２４年度、動物愛護の推進等について協議するため、長崎県動物愛護推進協議会壱岐支部を設立
した。 

（３）動物愛護及び適正飼育管理に関する普及啓発 
  適正飼育、終生飼養、不要な繁殖制限に関して普及する必要がある。 
（４）動物取扱業者への指導 
  動物愛護の観点から、終生飼養あるいはみだりな繁殖を抑制するなど、適正飼養の普及啓発を行う必
要がある。また、新しい飼い主への譲渡を行い、処分頭数を削減する必要がある。 

３ 犬等の処分及び動物慰霊祭の実施 
  動物愛護推進員と協力し、引き取り動物の譲渡に努め、処分頭数の削減を図り、やむを得ない犬等の
処分を行うとともに、やむを得ず処分した動物の慰霊祭を実施している。 

（対策及び本年度の目標） 
１ 狂犬病予防対策 
  狂犬病予防法による飼い犬の登録及び予防注射の実施についての啓発等を行う。 
  違反犬のうろつき等の苦情相談が多い状況であるため、今後とも壱岐市と連携し、効果的な捕獲方法

を模索する。 
２ 動物愛護管理対策 
（１）動物の引取り(殺処分頭数の圧縮) 
  動物の愛護及び管理に関する法律に基づく保護動物について、公示等による返還等の機会を拡大する
とともに、同法による引取り時に、動物の飼養継続、第三者への譲渡及び不妊、去勢の措置がなされ
るよう指導及び助言の徹底を図り、殺処分頭数の減少を目指す。 

（２）動物愛護推進協議会 
  動物愛護推進協議会を開催し、年２回動物愛護の推進等について協議するとともに関係機関との連携
を強化する。 

（３）動物愛護及び適正飼育管理に関する啓発 
  住民へ啓発することにより、動物愛護及び適正飼育管理の普及を図る。 
（４）動物取扱業者への指導 
  動物取扱業者に対する講習会(１回／年)を通じ指導する。また、必要に応じて動物取扱業者への立入
指導を実施する。 
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（本年度の主な事業内容と実施方針） 
１ 狂犬病予防対策 
  壱岐市、獣医師会と連携し犬の登録及び予防注射実施の推進を図るとともに違反犬の捕獲を実施する。 
２ 動物愛護管理対策事業 
（１）殺処分頭数の圧縮 
  壱岐市と連携し、不適正飼養者の指導、迷い犬・保護犬の飼い主捜しのための情報提供を実施する。 
  犬・猫の引取りの際の適正飼養の指導・助言を行う。 
（２）動物愛護推進協議会の開催 
  動物愛護推進協議会を開催し、適正飼育等の普及啓発等について協議する。 
（３）動物愛護及び適正飼育管理に関する啓発 
  関係機関と連携し、適正飼育、終生飼養、不要な繁殖制限について啓発する。 
  イベントへの参画等 
   動物愛護週間に実施する動物愛護フェスティバルへ参画する。(壱岐市獣医師会主催) 
   ケーブルテレビによる普及啓発を行う。 
（４）動物取扱業者への指導 
 動物取扱業者に対する講習会：実施時期 １１月(予定) 
  必要に応じた立入指導の実施 

 


